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１【提出理由】

　2021年６月25日開催の当社第97回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2021年６月25日

 

(2）当該決議事項の内容

　　＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

　　第１号議案　剰余金処分の件

　　　　　　　　期末配当金は１株につき10円とし、その支払開始日は2021年６月28日とする。

 

　　第１号議案に対する修正動議

　　　　　　　　株主より、上記原案に対し、期末配当金を１株につき５円とし、その差額を志賀原子力発電所の廃炉費

　　　　　　　　用、再生可能エネルギーへの転換の準備金および福島第一原子力発電所の事故で北陸に避難している人

　　　　　　　　々への支援等のための基金として活用するよう修正動議が提出された。

 

　　第２号議案　取締役９名選任の件

　　　　　　　　取締役として、金井豊、松田光司、石黒伸彦、水谷和久、塩谷誓勝、平田亙、川田達男、髙木繁雄およ

　　　　　　　　び安宅建樹を選任する。

 

　　第２号議案に対する修正動議

　　　　　　　　株主より、上記原案に対し、金井豊、石黒伸彦および髙木繁雄の３名に代えて中垣たか子および川原登

　　　　　　　　喜のの２名を選任するよう修正動議が提出された。

 

　　第３号議案　監査役１名選任の件

　　　　　　　　監査役として、林正博を選任する。

 

　　第３号議案に対する修正動議

　　　　　　　　株主より、上記原案に対し、林正博に代えて浅田正文を選任するよう修正動議が提出された。

 

　　＜株主提案（第４号議案から第８号議案まで）＞

　　第４号議案　定款一部変更の件（１）

　　　　　　　　原子力発電事業からの全面撤退に関する章を新設する。

 

　　第５号議案　定款一部変更の件（２）

　　　　　　　　再処理の禁止に関する章を新設する。

 

　　第６号議案　定款一部変更の件（３）

　　　　　　　　取締役および監査役の責任免除に係る規定に、原子力事業については適用除外とする旨を追加する。

 

　　第７号議案　定款一部変更の件（４）

　　　　　　　　原子力発電事業で大事故を起こした際の損害賠償の無限責任に関する章を新設する。

 

　　第８号議案　定款一部変更の件（５）

　　　　　　　　役員報酬等の個別開示に関する章を新設する。



(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

　ならびに当該決議の結果

 

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

　第１号議案 1,529,105 15,214 23 （注）１ 可決 （98.8％）

　第２号議案    （注）２  

　　金井　　豊 1,330,619 213,872 23  可決 （86.0％）

　　松田　光司 1,501,454 43,038 23  可決 （97.0％）

　　石黒　伸彦 1,370,137 174,355 23  可決 （88.5％）

　　水谷　和久 1,381,846 162,645 23  可決 （89.3％）

　　塩谷　誓勝 1,411,106 133,385 23  可決 （91.2％）

　　平田　　亙 1,516,030 28,461 23  可決 （97.9％）

　　川田　達男 1,291,632 252,856 23  可決 （83.4％）

　　髙木　繁雄 1,413,498 130,990 23  可決 （91.3％）

　　安宅　建樹 1,414,327 130,161 23  可決 （91.4％）

　第３号議案    （注）２  

　　林　　正博 1,424,865 119,624 23  可決 （92.1％）

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（反対の割合）

　第１号議案の （注）３ （注）４ （注）４ （注）１  

　修正動議 － 1,529,105 15,214  否決（98.8％）

　第２号議案の （注）３ （注）４ （注）４ （注）２  

　修正動議      

　　中垣たか子 － 1,330,619 213,872  否決（86.0％）

　　川原登喜の － 1,330,619 213,872  否決（86.0％）

　第３号議案の （注）３ （注）４ （注）４ （注）２  

　修正動議      

　　浅田　正文 － 1,424,865 119,624  否決（92.1％）

 



＜株主提案（第４号議案から第８号議案まで）＞

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

　第４号議案 59,978 1,483,979 874 （注）５ 否決 （3.8％）

　第５号議案 59,364 1,484,616 875 （注）５ 否決 （3.8％）

　第６号議案 56,497 1,487,481 879 （注）５ 否決 （3.6％）

　第７号議案 55,820 1,488,111 879 （注）５ 否決 （3.6％）

　第８号議案 319,551 1,112,083 113,146 （注）５ 否決（20.6％）

 

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権のうち３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過

半数の賛成であります。

３．会社法上否決されることが明らかになったため、賛成の議決権数は集計しておりません。

４．修正動議に反対の議決権数は原案に賛成の議決権数を、修正動議に棄権の議決権数は原案に反対の議決権

数を記載しております。なお、第２号議案の修正動議は、候補者２名について一括して決議しており、選

任を否と提案された候補者３名のうち、原案における賛成の割合が最少の候補者の議決権数を記載してお

ります。

５．議決権を行使することができる株主の議決権のうち３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３

分の２以上の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより、決議事項の可決または否決が明らかになっているため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上

 


